
資料名称 項目

ページ 記述内容

仕様書 提出書類

P.１～２ ⑴⑵⑶

仕様書 提出書類

P.２ ⑶③完成図（最終器具配置図）

仕様書 LED照明器具の仕様

P.３

⑴⑤既設照明器具の部分的な
取替によるＬＥＤ化は原則認め
ない。ただし，意匠性の高い器
具であり，現在販売されているＬ
ＥＤ照明器具に置き換えること
が困難な場合は，本業務担当職
員と協議の上，部分的な取替に
よるＬＥＤ化とすることができる。

仕様書 №３と同じ

№３と同じ

記載なし 記載なし

記載なし

グループ１ たかじょう庁舎

1F玄関ホール，ＥＶホール
2Ｆ・3Ｆ・4Ｆ・5Ｆ・6Ｆ
事務室

質疑回答書

高知市長　　桑　名　龍　吾　　

№ 質問内容 回答

1
　書式は指定された書式では無く
任意の書式で良いでしょうか。

　任意の書式で構いません。
　なお，「⑴①業務責任者届出書」，「⑴
②業務着手届」，「⑶②業務完了届」に
ついては，落札者に参考様式をお示し
します。

2
　器具の配置変更が無い場合は変
更図の提出は不要との理解で良い
でしょうか。

　変更図の提出は必要です。
　本仕様書「７　業務概要　⑴」及び「10
取替作業等に関する仕様　⑴現地調
査・作業検討　④」に記載のとおり，施設
ごとに使用器具提案書（別表１　№２　器
具配置図（図面等））を作成し，提出する
必要があります。
　なお，完成図（最終器具配置図）は，こ
の器具配置図の最終版を提出すること
になります。

3

　職務担当者様との協議は6月24
日参加資格通知を受けたのち7月
16日開札迄の期間に行う認識で
間違いないでしょうか。

　使用する照明器具の機種選定につい
ては，本仕様書「７　業務概要⑴」に記
載のとおり，契約後に現地調査を行うこ
とから，本業務担当職員との協議につ
いても契約後となります。

4
　現場調査の期間は設けられます
か。

　本業務における「現地調査」は，本仕
様書「７　業務概要⑴」に記載のとおり，
契約後に，受託者において実施してい
ただくものとしており，契約前の調査等
は認めません。

5
　落札後の前渡金はありますか。
　あればそれは何％でしょうか。

　前払金については，受託者が保証事
業会社と保証契約を締結し，その保証
証書を本市に寄託する場合，委託料の
10分の３以内で支払います。

6
　照度センサー等の配線は、別途と
考えて良いでしょうか。

　照度センサー等の交換については，既
存の照度センサー等の配線を流用して
行っていただくことを前提としていま
す。
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ページ 記述内容
№ 質問内容 回答

グループ２

保健福祉センター
東部健康福祉センター
南部健康福祉センター
西部健康福祉センター

全般

グループ２ 東部健康福祉センター

全般

グループ２
保健福祉センター
東部健康福祉センター
南部健康福祉センター

全般

グループ２
保健福祉センター
東部健康福祉センター
南部健康福祉センター

全般

9

　コンパクト蛍光灯型のＬＥＤランプ
のソケット及び直管蛍光灯型ＬＥＤ
ランプのソケットは、更新する必要
は無いか。年数が経過した照明器
具のソケットは壊れやすくなってい
ます。

　コンパクト蛍光灯等の既設照明器具
については，本仕様書「９　ＬＥＤ照明器
具の仕様　⑴ＬＥＤ照明器具の選定条
件」の⑤に記載のとおり，「既設照明器
具の部分的な取替によるＬＥＤ化は原則
認めない。」としております。
　器具の交換に当たっては，③に記載の
器具選定の優先順位に従って器具を選
定してください。

10

　コンパクト蛍光灯型のＬＥＤランプ
及び直管蛍光灯型ＬＥＤランプ、丸
型蛍光灯型ＬＥＤの取替には、日本
照明工業会で、ＬＥＤランプメー
カーにより、照明器具の改造方法
が違うので発火等の原因になる
為、推奨していませんが、施工して
良いでしょうか。

7

　照明器具の指定が無い場合、開
口と同一大きさのダウンライトを選
定した場合、リニューアルプレート
は中止して良いでしょうか。

　使用する照明器具の機種選定につい
ては，本市から指定するものではありま
せん。
　契約後に本仕様書「７　業務概要」に
基づいて施設ごとに提出していただく
「使用器具提案書」にて提案をお受けし
ます。
　なお，リニューアルプレートについて
は，本仕様書「10　取替作業等に関する
仕様　⑶取替作業　⑤」を参照してくだ
さい。

8
　調光制御回路又は調光器具の指
示をお願いします
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